
金沢市建設工事共同企業体事務取扱要領

（平成８年４月１日決裁）

改正 平成17年４月１日決裁

改正 平成19年４月１日決裁

（趣旨）

第１条 この要領は、金沢市建設工事共同企業体取扱要綱第１５条の規定により、事務取扱いについて定める

ものとする。

（特定建設工事共同企業体を結成することができる者の資格要件等）

第２条 監理課長は、特定建設工事共同企業体（以下「特定企業体」という。）の対象工事について、特定企業

体を結成することができる者の資格要件等を定め、金沢市入札契約手続審査委員会 （以下「審査会」とい

う。 ）に諮るものとする。

２ 監理課長は、審査会が前項の資格要件等を適当と認めたときは、当該要件等を公告または掲示その他適当

と認める方法により周知し、特定企業体を結成させるものとする。

（資格審査）

第３条 監理課長は、共同企業体から資格審査の申請があったときは、各構成員の経営事項審査の結果に基

づき「中小建設業の振興について」（昭和３７年１１月２７日付け建設省発計 第７９号）の別紙２「共同企業体の

資格審査要領」の２の規定により資格審査を行い総合評点による格付を行うものとする。

（資格通知）

第４条 監理課長は、共同企業体の資格審査において適当と認めたときは共同企業体の区分に応じ次により資

格決定通知をするものとする。

一 制約付き一般競争入札による特定企業体については、各共同企業体の代表者に競争入札参加資格決

定通知書（別記様式第１号）により通知する。

二 経常企業体については、共同企業体の代表者に競争入札参加資格決定通知書（別記様式第２号）に

より通知する。

（指名）

第５条 共同企業体の指名は、共同企業体の区分に応じ次のとおりとする。

一 特定企業体（制約付き一般競争入札によるものを除く。）については、建設工事共同企業体取扱要綱第

５条第４項の規定により、入札参加資格を有すると決定した特定企業体を指名する。

二 経常企業体については、単体企業の取扱いにより有資格者名簿から指名する。

（資格の有効期間）

第６条 共同企業体の資格の有効期間は、共同企業体の区分に応じ次のとおりとする。

一 特定企業体については、当該工事の完成後６箇月を経過するまで資格を有するものとする。ただし、当

該工事を請け負うことができなかったときは、当該工事の請負契約が締結された日に解除するものとする。

二 経常企業体については、２会計年度とする。ただし、２会計年度を経過しても当該工事の完成後６箇月

を経過するまで資格を有するものとする。

（その他）

第７条 この要領に定めのない事項については、「工事契約事務取扱要領」に定めるところによるものとする。

附 則



１ この要領は、平成８年４月１日から施行する。

２ 平成９年３月３１日までの間、第６条第２号の規定にかかわらず、同号の規定の適用については、同号中「２

会計年度」とあるのは、「１会計年度」とする。

附 則

この要領は、平成 17 年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。


